
令和７年度一般廃棄物分別収集運搬処理業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

一般廃棄物の処理については、廃棄物の焼却が「廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律（昭和 45 年法律第 137 号）」により禁止され、当場での焼却ができないこと及び、 

事業者は廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないため、一般廃棄 

物を適正に収集、運搬し、環境の保全を図ることを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１）収集運搬の方法 

   ごみ置き場に集積している一般廃棄物をパッカー車又はトラックに積込み、鳥栖

市が指定するごみ処分場に当日中に搬入する。 

（２）一般廃棄物の種別 

   事業系一般廃棄物（可燃物、缶、ペットボトル、ビン、シュレッダー、その他） 

（３）可燃物処理費 

   処理に要する実費額（落札業者で単価見積） 

（４）不燃資源回収費 

   処理に要する実費額（落札業者で単価見積） 

（５）収集運搬の回数 

  ①委託者が指定する年間 52回（予定）とする。 

  ②1回の回収で収集できない場合は、委託者と協議して回数を増やすことができる 

ものとする。 

 

３ 委託場所 佐賀県鳥栖市江島町字西谷 3256番 228 

      （回収場所については別紙 1を参照） 

 

４ 委託期間 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

 

５ 提出書類 

（１）計量票 

（２）ごみ処分場の計量票兼領収書 

（３）回収日の日付、ゴミの数量が記載されている作業報告書 

（４）月間のごみ数量報告書 

 

６ その他 

（１）受託者は、仕様書に基づくほか、委託者（担当者）から指示を受けた場合は、遅 

滞なくその指示に従わなければならない。 

（２）受託者が業務に必要な機材に要する経費は受託者の負担とする。 

（３）受託者が業務に必要な処理に要する経費は受託者の負担とする。 

（４）受託者は、業務上知り得たことを第三者にもらしてはならない。 

 

７ 参考 （別紙 2）令和 5年度収集運搬実績 

           令和 6年度収集運搬実績見込み 


